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第
二
十
六
谷

宵s

蹴

E 
四

O 

議

法
人
重
視
謀
秘
立
法
。
分
析

論

法
人
重
複
課
税
立
法
の

分

析

戸

正

雄

紳

l・・・l

締
百
(
本
論
曲
目
的
、
問
問
の
副
首
虚
)

人
拾
物
種
。
組
合
せ
を
且
て
直
接
粧
を
成
形
す
る
闘
に
於
げ
る
法
人
課
枇

所
伸
一
世
と
腔
祭
酬
と
白
肌
告
を
採
る
闘
に
於
け
る
法
人
鵠
枕
(
印
公
器

ω所
得
税
)

一
般
所
得
耽
と
時
別
所
持
枕
と
山
組
合
せ
を
採
る
闘
に
於
け
る
法
人
謀
枇
(
ト
特
川
所
得
甜
仁
}
般
所
作
枕
』

正
晴
所
得
和
と
品
加
所
持
説
と
の
組
合
せ
を
採
る
闘
に
於
け
る
怯
人
謀
輯
(
ト
正
常
所
仰
桔
仁
弛
加
所
持
枕
)

所
得
駒
山
収
量
一
容
且
財
産
町
輔
副
組
合
せ
を
露
。
闘
に
於
附
る
法
人
課
輯

(ω牧
盆
枕
何
所
得
枕
及
財
産
枕
}

二
筒
白
人
輯
由
組
合
せ
を
以
て
直
接
枕
を
成
形
す
る
凶
に
於
け
る
出
入
部
枕
(
什
仏
人
筒
人
草
翠
詫
主
識
を
採
る
も
の
…
山
所
得
枕
財
産

-

〉

}

枕
山
双
方
に
で
法
人
箇
人
葉
植
課
税
を
行
ふ
も
山
川
完
全
に
一
二
棺
共
に
て
主
龍
一
揖
枕
を
行
ふ
も
山
ハ
い
法
人
箇
人
同
-
祉
訟
に
従
ふ
も
白
川
い
法
人
に

特
別
融
枯
規
定
歩
、
設
〈
る
も
白
川
一
一
枕
に
て
は
ま
品
に
護
軍
誌
を
行
ひ
他
枕
に
て
は
-
部
宥
恕
を
行
ふ
も
山
川
一
防
相
秘
に
て
完
全
車
世
誠
一
拍
を

行
ひ
財
産
祉
に
て
一
部
宥
恕
を
行
ふ
も
の
山
一
財
産
枯
に
で
完
全
長
部
柑
を
行
ひ
所
得
税
に
て
一
部
宥
恕
を
行
ふ
も
O
川
一
一
柁
に
於
て
一
部
宥
恕

在
行
ふ
も
の
同
一
世
に
て
軍
複
諌
山
哲
也
行
。
他
枇
に
て
早
純
課
粧
を
行
ふ
も
山
川
一
靴
に
て
完
全
京
極
端
耐
宇
佐
行
ひ
他
一
刊
に
て
車
純
謀
品
川
を
行
ふ

-
も
の
け
財
産
枕
に
て
重
複
諦
柑
し
朗
持
続
に
て
軍
純
謀
拍
を
旬
主
的
問
所
得
税
に
で
重
複
誠
一
蹴
し
則
耐
一
世
に
て
単
純
課
軸
を
行
ふ
も
の

hw
一
祉

に
て
す
軍
司
世
隷
軸
を
行
ひ
他
誼
に
て
単
純
諒
一
砧
を
行
ム
も
の
川
財
産
枕
に
て
雲
仙
小
選
諜
枯
し
所
得
枕

ιて
単
純
謀
枕
す
る
も
山
判
所
得
紐
に

で
君
主
直
視
諒
一
枯
し
則
庄
一
醐
に
て
皐
帥
謀
和
す
る
も
の

ω払
人
傭
人
単
純
課
税
主
義
を
採
る
も
の
小
山
一
拍
は
筒
人
に
て
の
み
車
純
誠
一
拍
L
他
軸
は

第

段
共其其共

凹

第

段
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法
人
に
て
の
み
車
純
謀
拾
す
る
も
の

B
二
枕
と
も
一
方
(
法
人
)
に
て
単
純
誠
枕
す
る
も
白
い
其
車
軸
な
る
も
の
ろ
ニ
軸
を
法
人
に
就
き
単
純
謀
秘

(

{

 

し
た
る
上
に
も
特
別
頂
謀
を
行
ふ
も
の
)

第
三
段

人
松
山
品
に
て
直
接
秘
密
成
形
す
る
闘
に
於
け
る
法
人
課
税

結
論
(
金
支
申
張
旨
)

緒

百

前
論
文
ド
ょ
，
P
て
、
法
人
の
利
盆
の
課
税
ピ
筒
人
仁
於
り
る
配
時
個
所
得

ω課
税
正

ω並
行
が
必
す

L
も
重
複
謀

税
己
主
る
、
こ
ご
を
得
す
、
又
之
を
重
複
課
税
江
ご
し
て
も
許
す
ぺ
〈
認
む
べ
き
も

ωに
ご
い
1

ふ
ニ
ご
を
見
記
。

尤
も
其
仁
は
多
少
、
重
複
畝
税
ご
も
見

ιれ
得
る
嫌
が
あ
り
、
且
つ
は
其
過
重
課
税
が
法
人
畿
遥
阻
止
の
弊
を
若

し
く
す
る
ご
い
ふ
こ
£
も
あ
る
か
ら
し
て
、
或
度

ω出
荷
加
也
、
掛
酌
の
望
ま
し
い
事
は
附
記
し
な
く
て
は
な
ら
な

V
G

此
制
限
の
下
に
は
重
複
課
税
も
此
場
合
に
は
認
め
る
こ
Z
を
得
る
ご
い
ふ
一
』
ご
を
見
た
の
で
ゐ
る
が
、
倫
は

此
に
つ
い
て
は
賞
際
立
泌
が
如
何
に
な
っ
て
居
る
か
を
も
併
せ
て
調
べ
て
見
な
〈

τは
、
単
な
る
理
論
的
考
察
の

み
で
は
不
安
心
ご
も
見
ら
れ
る
。
其
れ
で
慈
に
私
は
此
が
賞
際
的
立
法

ω討
査
を
行
ふ
て
、
前
記
の
理
論
的
考
察

の
跡
を
補
足
し
‘
且
つ
確
貨
な
ら
し
め
ゃ
う
ご
忠
ふ
。

そ
L
て
此
に
本
文
仁
入
る
前
仁
断
っ
て
置
か
な
〈

τは
な
ら
ぬ
事
は
.
各
図
税
法

ω区
々
た
る
が
潟
め
仁
比
較

諭

叢

法
人
京
槙
関
積
立
訟
の
分
析

第
二
十
六
巻
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E 
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第
二
十
六
巻

五
，、

第

扱

論

議

法
人
重
視
謙
積
立
法
白
分
析

の
精
密
な
る
を
得
難
い
ご
い
ふ
事
で
あ
る
。
併
し
大
館
、
重
な
る
図
々
は
共
基
本
直
接
枕
を
所
得
税
の
み
か
ら
作

る
か
、

一
般
所
得
税
Z
財
産
税
Z
を
組
合
せ
る
か
、

一
般
所
得
税
古
牧
盆
税
己
を
組
合
せ
る
か
の
何
れ
か
を
採

'
え
そ
し
て
所
得
税
の
み
か
ら
成
る
場
合
に

τは
之
を
一
般
所
得
税
ぜ
特
別
所
得
税
苫
に
分
け
る
か
、
或
は
正
常

所
得
税
ご
追
加
所
得
税
Z
に
分
り
る
か
の
何
れ
か
を
採
る
の
で
あ
b
、
そ
し
て
又
英
の
特
別
所
得
枕
や
五
常
所
得

税
や
は
税
質
上
、
震
は
牧
盆
税
や
、

財
産
税
ゃ
に
匹
敵
す
べ
き
も
の
ぜ
す
ぺ
く
、
此
等
の
も
の
は
凡
べ
て
多
少
物

税
的
一
冗
素
を
合
む
か
、
少
く
ご
も
補
完
税
的
の
も
の
正
は
解
す
ぺ
〈
、
業
に
於

τ財
産
税
に
り
は
少
L
〈
特
別
の

も
の
で
あ
る
が
、
特
別
所
得
税
、
正
常
所
得
税
、
並
に
牧
盆
枕
は
物
税
Z
し
て
嘗
然
に
、
筒
入
、
法
人
並
行
し

τ

課
税
せ
ら
れ
て
其
蕗
に
重
複
課
税
を
生
母
ぬ
筈

ωも
の
で
あ
る
o

唯
.t主
た
る
問
題
は
一
般
所
得
税
か
追
加
所
得

税
か
に
於

τ法
人
臨
蛍
が
筒
人
の
み
に
て
課
税
せ
ら
る
、
か
、
法
人
の
み
に
て
課
税
せ
ら
る
、
か
、
法
人
筒
人
双

方
に
て
課
税
せ
ら
晶
、
か
、
双
方
に
て
謀
せ
ら
る
、

Z
し
て
如
何
に
宥
恕
す
る
か

Z
い
ふ
事
に
存
す
る
o

此
鮎
を

私
は
此
に
主
正
し
て
論
じ
ゃ
う
ご
思
ふ
の
で
あ
る
。
若
夫
れ
、
此
等
の
一
般
所
得
税
又
は
追
加
所
得
税
正
、
特
別

所
得
税
又
は
正
宿
所
得
税
又
は
牧
盆
税
叉
は
財
産
税
ど
の
重
複
課
税
に
至
つ
て
は
、
租
税
慢
系
上
遜
〈
ぺ
か
ら
5

る
の
重
複
課
税
Z
し
て
承
認
手
る
ぺ
き
も
の
で
ゐ
る
。
街
ほ
財
産
税
は
一
面
、
補
完
税
た
る
ニ

Z
に
於
て
、
牧
盆

税
や
特
別
所
得
枕
や
正
常
所
得
枕
芭
封
等
の
地
位
を
有
つ
け
れ
Y
」
も
、
人
税
的
の
も
の
た
る
ニ
芭
に
於

τ
一
般
所

得
税
や
追
加
所
得
税
ご
共
通
な
特
色
を
有
し
、
英
内
部
仁

τ法
人
筒
人
重
複
謀
枕

ω問
題
を
生
中
る
。
に
か
ら
し

拙著租説，111究七巻、 801) 
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て
な
は
議
に
地
を
も
附
設
し
ゃ
う
ご
思
ム
。

第

段

人
税
物
税
の
組
合
せ
舎
以
て
直
接
税
を

成
形
す
る
闘
に
於
け
る
法
人
課
税

主主

所
得
税
ご
股
盆
枕
ご
の
組
合
せ
を
採
る
周
に
於
け
る
訟
人
謀
殺

所
得
枕
ご
牧
盆
枕
官
。
所
得
税
ご
い
ふ
人
税
ご
枇
盆
松
正
い
ふ
物
枕
子
宮
以
て
直
接
基
本
枕
を
形
成
す
る
圃
t

し
で
は
我
邦
を
悲
「
る
を
得
る
。
我
同
聞
に

τは
人
の
知
る
如
〈
、

ト
牧
盆
税
に
て
は
法
人
三
簡
人
己
を
問
は
十
課
税
し
、
法
人
が
之
を
納
め
た
る
以
上
、
重
ね
て
同
一
物
件
に
つ
き

共
枇
員
た
る
筒
人
に
謝
し
て
課
税
す
る
こ
ど
は
な
い
。

仁
所
得
税
に
て
は
‘
法
人

ω所
得
は
法
人
に
て
課
税
L
た
る
上
、
其
が
傭
人
へ
配
嘗
ご
し
て
蹄
し
た
る
ご
き
は
、

茶
の
四
割
控
除

ω宥
泌
を
行
ひ
っ
、
、
今
一
度
、
此
に
て
他
の
所
得
E
共
に
綜
合
課
税
す
る
の
で
あ
る
。
即
も
其

の
所
得
税
正
い
ふ
人
税
に
於
て
、
山
山
い
八
官
い
八
一
り

r官
官
町
叫
を
行
ひ
、

W
一

rv官ぃ
λwrrrrzを
行
ふ
所
で
あ

る
。
治
人
の
普
通
所
得
の
百
分
五

ω率
に
依
る
課
税
が
、
法
人
側
に
於
け
る
特
別
宥
恕
Z
す
ぺ
き
や
否
や
に
つ
い

て
は
議
論

ω偽
地
は
あ
ら
う
が
、
第
二
穏
に
於
け
る
枇
債
利
子
の
課
税
率
が
脊
L
f
百
分
五
た
る
こ
Z
、
並
に
第

三
栂
所
得
金

ω総
額
に
謝
す
る
其
税
金
額
の
割
合
が
百
分
ゴ
一
・
九
許
h
に
賞
る
貼
か
ら
見
れ
ば
(
註
一
}
、
之
を
以
て

前

叢

法
人
京
複
操
荷
主
訟
の
分
析

第
二
十
六
を

E 
七

第

鶴
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議

諭

法
人
重
複
蹄
積
立
法
白
分
析

第
二
十
六
径

五
λ 

第

騨

四

特
別
な
る
宥
恕
の
行
は
れ
居
ら
、
さ
る
も

ωご
鬼
て
良
か
ら
う
。
尤
も
外
国
法
人
の
普
通
所
得
仁
劃
す
る
百
分
十
、

在
外
人
の
本
邦
法
人
よ

h
受
〈
る
配
蛍
等
へ
の
百
分
七
牢
ピ
掛
比
す
れ
ば
、
或
度
の
宥
怨
が
此
に
も
行
は
れ
て
居

る
ご
も
い
へ
ゃ
う
。

(
註
ご
大
正
十
四
年
度
第
三
組
山
間
判
付
金
総
甑
一
ニ
、

2
 

し
た
。

一五
O
、
六
入
三
、
三
五
刻
、
岡
を
以
て
共
松
金
高
-
一
ご
一
、
四
二
三
、
四
一
大
、
固
と
劃
比

英

一
般
所
得
税
ご
特
別
所
得
税
ピ
の
組
合
せ
を

採
る
闘
に
於
け
る
法
人
課
税

一
般
所
得
税
ご
い
ふ
人
税
ご
、
特
別
所
得
税
ご
い
ふ
物
税
ご
を
組
合
せ
る
困
ご
し
て
は
仰
闘
を
奉
「
る
を
得

る
c

そ
L
て
共
の
、

一
特
別
所
得
税
に
て
は
法
人
箇
人
伝
問
は
宇
剖
脱
税
し

-V
て
同
じ
枕
を
謀

L
な
い
。
例
之
、
替
業
所
得
税

ω如
き
、
凡
べ
て

ω網
立
し
た
る
脱
営
業
者
に
謝
し
て
之
を
課

し
、
其
が
自
然
人
た
る
正
訟
人
た
る
ご
に
よ
り
腕
別
し
な
い
γ

。

一
旦
‘
法
人
が
之
を
納
め
た
以
上
、
重
ね
て
茶
枇
員
に
就

一
一
一
般
所
得
税
じ
て
は
納
税
義
務
者
は
自
然
人
的
み
ご
潟
し
も
法
人
は
特
別
所
得
税
ご
は
反
割
に
之
に
麗
し
な

い
。
即
も
此
周
に
て
は
人
裁
に
於
け
る
法
人
重
健
課
税
は
起
ら
な
い
。

主主

正
常
所
得
税
Z
拍
車
加
所
得
税
芭
の
組
合
せ
を

主祉局五十二回続計年報書 127.
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採
る
図
仁
於
り
る
法
人
課
税

正
常
所
得
税
ご
い
ふ
物
税
正
、
追
加
所
得
税
Z
い
ふ
人
税
Z
を
組
合
せ
る
も
の
ざ
し
て
は
英
、
米
を
血
争
内
、
る
を

得
る
。
此
ニ
闘
に
て
は
共
々
に
多
少
特
異
な
駄
を
有
つ
け
れ
ご
も
、
何
れ
も
、

一
正
鵠
所
得
税
に

t
は
、
大
健
、
法
人
の
刺
盆
は
法
人
に
て
の
み
諜
枕
せ
ら
れ
て
、
自
然
人
に
て
は
課
税
せ
ら
れ

な
い
。
尤
も
之
に
つ
き
多
少
、
特
殊
の
事
は
あ
る
(
融
二
)
O

英
闘
に
て
品
、
活
常
枕
仕
合
枇
が
共
剥
盆
山
岳
部
に
ワ
き
課
税
さ
れ
納
税
す
る
ロ
そ

L
て
脅
枇
が
配
首
を
支
捌
ふ
と
き
に
此
軸
顕
だ
け
を

控
除
す
る
ζ

と
に
な
る
か
ら
、
一
且
す
る
と
、
其
口
令
祉
が
株
主
に
代
っ
て
納
め
る
や
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
註
到
の
解
和
て
位
、
其
制
盆
に
づ

き
所
得
措
を
抑
ふ
所

ω合
祉
は
、
共
株
主
的
代
理
人
と
し
て
之
を
州
ふ
の
で
は
な
〈
、
合
世
自
ら
之
が
納
税
義
務
者
と

L
℃
捌
ム
。
て
阻
割
が
宜

(
駐
ニ
)

首
せ
ら
れ
な
い
と
き
に
は
、
株
主
は
之
が
税
自
主
抑
に
つ
き
何
与
、
直
接
交
捗
は
な
い
。
配
柑
が
宣
言
せ
ら
れ
る
と
き
は
、
合
批
は
‘
彼
に
よ
り

て
前
に
抑
は
れ
た
る
枕
献
の
相
首
都
を
、
阻
官
か
ら
控
除
す
る
拙
躍
を
拠
へ
ら
れ
、
此
場
合
、
合
祉
に
悼
る
独
自
支
抑
位
、
株
主
の
怨
め
に
働

t

と
と
に
は
な
る
が
、
併
し
其
と
て
も
株
主
山
代
理
人
と
ル

E
で
は
な
い
と
い
ふ
白
で
あ
り
、
此
か

b
推
し
て
、
脅
祉
に
於
け
る
肥
悦
古
れ
ざ
る
利

e
 

鑑
は
、
株
主
の
所
符
で
は
な
い
と
い
ふ
ζ

と
が
生
ず
る
。

米
闘
に
て
は
、
合
枇
は
正
常
枕
に
て
筒
人
と
は
別
白
沢
在
と
し
て
課
税
せ
ら
れ
、
共
串
は
一
九
二
四
年
訟
に
て
は
純
盆
自
百
八
万
十
二
牛
で
あ

る
。
阻
郡
上
り
の
筒
人
に
於
け
る
所
持
は
通
例
、
唯
、
池
加
粧
の
み
が
課
税
せ
ら
る
L
H
F
、
左
印
白
配
岱
に
は
迅
加
枕
の
件
、
正
常
秘
も
耕
せ
ら

れ
る
o
其
は
小
山
合
車
問
内
白
瓶
泉
よ
り
の
所
得
に
闘
し
て

Z課
軸
す
4

き
内
闘
法
人
、
支
那
吋
易
訟
の
下
に
作
ら
れ
た
る
内
闘
法
人
、
河
内
立

宣
言
前
山
謀
曲
年
四
修
了
前
三
年
問
、
共
所
得
心
百
分
主

f
又
は
以
下
が
、
骨
来
醐
内
心
淑
泉
よ
り
成
る
外
同
法
人
よ
り
の
配
慌
で
あ
る
。

ニ
追
加
所
得
税
に

τは
ニ
国
Z
も
に
、
箇
人
に
つ
い
て
の
み
之
を
課
す
る
。
勿
論
武
(
自
然
人
の
所
得
中
に
法
人
よ

叢

法
人
重
複
眼
粒
立
法
の
分
析

倫

第
二
十
大
血
管

E 
丸

修

韓

五

!'Sonstam， A t~eatise on t11e law of IncoffiC: laK (1926)・p・4.Seligrnan， 
E出 品y語 in~axtion. IO ed. p・305
~onstam，_l. _c. p. 266-267 
!-!:o!mes， ~ederal Income tax. 6 ed. (1925)・p・205
Hohnes， 1. c" p. 779-782 
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第

二

十

六

容

二

大

O

り
の
配
蛍
が
合
ま
れ
る

2
=
一)υ
卸
も
此
に
も
人
税
に
於
り
る
法
人
重
複
課
税
は
な
い
。

前

離

訟
人
重
複
謀
描
立
訟
の
分
析

静

観

ー，、

英
闘
に
於
げ
る
叫
加
所
得
滴
は
一
定
銅
(
二
千
暗
)
を
起
へ
た
る
筒
人
。
所
得

ι謝
ナ
る
所
得
秘
白
也
加
議
劫
て
る
ワ
て
、
骨
祉
又
は
其
他

的
人
の
幽
雌
に
は
此
義
務
は
た
い
1
0

米
闘
で
は
品
川
枕
は
向
鈴
人
に
阻
み
融
せ
ら
れ
、
自
然
人
の
所
に
で
義
務
者
自
所
得
中
に
配
背
土
り

O
所
得

を
含
み
、

1
1そ
L
て
域
合
枇
が
刺
証
を
分
間
す
る
こ
と
川
町
代
り
に
之
を
集
柑
す
る
の
方
法
に
よ
の
て
、
共
株
主
に
於
け
る
也
加
枕
を
逃
れ
る
目

。

的
に
て
作
ら
れ
、
又
は
之
に
役
立
つ
と
き
に
は
、
此
令
祉
に
百
分
五
十
円
附
加
所
得
枯
を
課
す
る
叫

(
駐
三
)

主主.
四

所
得
税
牧
盆
税
財
産
税
の
組
合
せ
を
採
る
園

仁
於
け
る
訟
人
課
税

前
記
の
何
れ
よ
b
し
て
も
特
殊
な
制
度
を
採
ち
併
し
人
税
ご
物
枕
己
を
結
合
し

τ直
接
税
耀
系
を
作
る
も
の
に

凪
す
る
の
は
、
壊
凶
で
あ
る
。
即
ち
此
岡
に
は
所
得
移
財
産
枕
ご
い
ふ
こ
の
人
税
を
採
る
上
に
も
若
干
の
牧
盆
税

た
る
物
税
を
探
っ
て
居
る
。
此
に
で
も
、
立
(
の

ト
牧
盆
枕
た
る
笹
利
枕
‘
法
人
税
、
利
子
枕
、
地
租
、
家
屋
税
に
て
は
法
人
重
複
保
税
の
起
ら
ぬ
や
う
に
出
来

τ

居
る
。
主
(
の
凪
百
刺
枕
正
法
人
税
ピ
が
他
の
固
に
於
け
る
経
由
業
税
に
嘗
る
も
の
で
あ
ワ
て
、
替
利
税
は
自
然
人
に
の

み
謀
せ
ら
れ
、
法
人
税
は
法
人
に

ωみ
疎
せ
ら
れ
る
こ
芭
に
よ
b
G
重
複
し
な
い
し
・
利
子
枕
は
動
的
資
本
の
牧

後
に
誠
せ
ら
れ
、
地
租
家
屋
税
は
不
動
産
の
上
に
探
せ
ら
れ
、
而
か
も
此
等
は
法
人
に
も
自
然
人
に
も
物
的
に
課

枕
せ
ら
れ
、
利
子
枕
は
又
、
内
闘
の
株
り
配
蛍
に
及
ば
ぬ
か
ら
重
複
課
税
が
大
健
、
牧
盆
枕
相
互
聞
に
起
ら
泊
や

う
に
な
っ
て
居
る
。

Konstam. 1. c・p.30，-306 
Holmes， 1. c. p. 17. 260. 773 
Loewenfeld. Die osterreichiscben Stenern (1927). S. 34 
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に
所
得
税
及
財
産
税
に
於
て
は
、
凡
吋
て
自
然
人
に
就
い
て
課
せ
ら
明
、
治
人
に
は
課
し
な
い
。
勿
論
、
曾
枇
よ

b
の
配
嘗
は
一
の
資
本
所
得
ご
し
て
自
然
人
の
慮
で
課
税
せ
ら
れ
る
山
卸
も
認
に
も
人
税
に
於
?
令
官

r
r
r昨

設
は
な
い
吋
Q

第
二
段

二
箇
の
人
税
の
組
合
せ
を
以
て
直
接
税
を

成
形
す
る
固
に
於
け
る
法
人
課
税

二
簡
の
人
税
(
所
得
税
£
財
産
税
)
を
組
合
せ
て
直
接
枕
を
作
品
園
ご
し
て
は
湖
逸
並
に
瑞
西
の
各
カ
ン
ト
ン
を

曲
事
内
、
る
を
得
る
。
此
等
の
闘
に
於
け
る
法
人
課
税
の
方
法
は
頗
る
複
雑
で
ゐ
っ
て
、
之
を
泊
碗
に
捕
捉
す
る

-
E

は
甚
だ
難
い
o

併
し
之
を
分
析
し
て
見
る
正
、
大
健
・
法
人
筒
人
重
複
課
税
を
行
ム
岡
官
、
法
人
筒
人
単
純
謀
枕

す
る
岡
正
の
大
別
を
錯
す
こ
ご
を
得
る
。
そ
し
て
第
一
穂
の
も
の
に
は
真
に
、
所
得
税
財
産
税
の
何
れ
も
じ
て
法

人
筒
人
の
重
複
課
税
を
行
ふ
も
の
吉
、

一
税
に

τは
重
複
課
税
L
他
殺
に
て
は
軍
純
課
税
を
行
ム
も
の
芭
の
二
種

が
ゐ
ム
ッ
、
其
の
叉
、
第
一
日
制

ωも
の
に
は
完
全
に
二
税
ご
も
に
於
て
重
複
税
を
行
ふ
も
の
ご
、

一
枕
に
て
完
全
に

重
複
課
税
し
他
校
に
て
一
部
省
恕
を
行
ふ
も
の
ご
、

ニ
税
芭
も
に
て
一
部
宥
恕
を
行
ふ
も
の
ご
が
ゐ
る
。
左
に
之

を
細
話
し
ゃ
う
(
註
阻
)
。

(
位
回
)

躍
に
猫
端
山
最
近
自
立
訟
に
つ
い
て
は
瑞
聞
の
分
は
シ
品
ナ
イ
グ

1
に
依
り
、
猫
色
白
分
は
ピ
ュ
l
ラ
ー
に
依
町
。
哨
閉
山
分
は
セ
り
グ

法
人
賞
複
謀
枕
立
法
の
分
掛

議

繭

第
二
中
山
ハ
巻

式

第

鋭

士

Loewenfeld， ebend~. S. II. 48 12) 
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第
二
十
六
巻

法
人
重
複
諏
積
立
法
白
分
栂

マ
γ
に
も
簡
単
に
は
由
て
居
る
叫
材
料
は
上
語
の
も
の
か
ら
探
ワ
た
が
、
比
分
剣
は
私
自
-
b
白
局
し
た
も
白
で
あ
る
。

、
、

尚
、
骨
骨

r
f
r副
所
持
続
に
於
け
る

w
r曾
祉
の
鵠
松
方
法
に
?
い

E
は
、
拙
著
租
税
研
究
第
一
容
に
あ
る
。
市
民
に
和
世
F
h
r
h
f
m叫
に
謝
し

て
は
、
川
単
純
融
一
主
義
を
採
る
も
の
川
一
曾
買
印
ち
箇
人
に
で
o
h
早
純
課
粧
す
る
も
の

Z
Fツ
夕
、
川
合
引
此
自
み
に
て
皐
純
一
鵡
枕
す
る
も

の
・
普
、
り
ツ
ベ

4

ア
ー
ル
ト
、
プ
レ
メ
ン
、
ヘ
ツ
セ
ン
、
同
菓
諸
税
主
義
を
探
る
も
の
川
一
完
全
に
裏
譲
位
す
る
も
の
ア
ン
ハ
ル
ト
、
ザ
ク

セ
ジ
マ
イ
一
一
シ
ゲ
ン
、
ザ
グ
セ
ン
ヲ
イ
マ

l
ル
.
シ
品
ヲ
ル
ツ
プ
ル
グ
ル

1
ド
ル
ス
タ
少
ト
、
シ
ユ
ワ
ル
ツ
プ
ル
グ
グ
シ
ダ
ー
ス
ハ
ウ
ぜ

y
、
ロ

イ
ス
エ
ル
テ
レ

p
a
ェ
l
、
ρ

ン
プ
ル
グ
、

1
一
一
部
宥
恕
し
て
重
複
隈
枕
す
る
も
り
イ
融
員
同
鹿
に
て
宥
恕

E
行
ふ
も
の
オ
ル

F
Y
プ
ル
グ
、
ザ

{

(

 

タ
セ
ン
、
ザ
ク
セ
ン
ア
ル
テ
ン
プ
ル
グ
、
回
合
此
に
て
宥
恕
を
行
ふ
も
白
バ

l
ダ
ン
、
ウ
エ
ル
テ
ン
ベ
ル
ヒ
、
ロ
イ
ス
ユ
シ
ゲ
レ
リ

=
=
1、
プ

{

J

 

E
 

ヲ
ウ
ン
シ
品
ワ
イ
ヒ
、
ザ
タ
セ
ン
ゴ

1
夕
、
ザ
タ
セ
シ
ヨ
プ
ル
ヒ
、
シ
ア
ウ
シ
プ
ル
グ
リ
ツ
ペ
、
メ
タ
レ
シ
プ
ル
ヒ
、
パ
イ
品
ル

Y

と
す
る
。

護

六

論

第

挽

λ. 

)
 

一
法
人
筒
人
重
複
課
税
主
義
を
採
る
も
の

(
 )
 

A
所
得
税
財
産
枕
の
双
方
に
て
法
人
筒
人
重
複
課
税
を
行
ふ
も
の

(
 )
 

い
完
会
に
二
枚
共
に
於
て
首
一
複
課
税
を
行
ふ
も
の

(
 )
 

1
法
人
筒
人
同
一
税
法
に
従
ふ
も
の
は
之
を
戸
ヅ
エ
戸

y
に
見
出
す
(
註
五
)
O

(
 

(
陸
亙
)
此
州
に
て
は
株
主
は
配
官
在
所
得
と

L
て
、
株
券
を
財
産
と
し
て
鴎
せ
ら
れ
、
株
式
合
批
は
自
然
人
と
同
一
の
財
産
枯
及
所
得
枯
に
服
す

る
。
共
財
産
と
し
て
は
株
式
資
本
及
申
仰
金
正
却
し
、
稲
平
は
千
分
一
と
す
る
。
所
得
は
純
金
と
し
、
其
純
盆
目
提
本
目
一
自
分
申
を
示
す
牛
分
だ

け
白
百
分
串
を
謀

L
、
最
高
串
百
八
万
入
と
す
る
。

2
法
人
に
特
別

ω課
税
規
定
を
設
〈
る
も
の
は
チ
ュ

1
7
7
ヒ、

之
を
見
る
(
駐

5
0

バ
!
ぜ

F

Z
タ
ツ
ト
、

グ

Y

ア
に
於
て

Schneider. Steue目 ysternunci Stellerpo1itik in <!er S.chw~iz tI2~S). S 
5~-63. -Bub.ler. AlIgen:teines ~tcllerecl;t (1927). S. 160-161. Selig-inan. 
The incomc tax. 2' ed._p. 358. 
拙著租揖研究一巻 170.~ereïes! Die Bestenerung der Gesellschaften mit 
b目chTänkt~r H~ft1l1官 s. '7-6， 
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(
睦
穴
)

曲
等
白
も
白
に
於
て
は
、
株
主
計
其
阻
嘗
を
所
得
と
し
て
、
品
株
券
を
財
虚
と
し
て
識
せ
ら
る
h

は
却
論
、
骨
祉
に
封
し
て
は
特
別
規
定

が
あ
り
、
山
山

Z
I
Pツ
ヒ
に
て
は
、
之
が
詩
的
に
斐
曲
目
出
と
資
本
枯
と
が
あ
っ
て
、
前
者
は
型
一
蚕
業
年
の
平
均
純
益
V

九

役

者

は

忠

義

年

の
資
本
に
課
す
る
。
前
者
白
串
は
其
純
益
白
曾
枇
読
本
に
封
ナ
る
制
合
に
依
9
、
其
は
純
益
出
謀
冊
資
本
白
百
合
申
に
首
る
よ
り
は
半
分
だ
け
の

大
き
の
純
盆
の
百
分
串
に
依
る
。
最
高
唱
は
純
盆
の
百
分
十
曹
と
す
。
資
本
一
拍
四
方
は
抑
込
資
本
の
千
分
一
と
す
る
。
小
山
パ
'
ゼ
ル
ス
ダ
ッ
ト
に
て

は
.
矢
握
り
耽
盆
秘
主
費
本
枇
と
が
る
っ
て
、
取
盆
秘
的
方
位
、
年
々
の
純
益
(
非
管
業
的
自
動
定
、
準
借
金
時
別
基
金
へ
の
交
付
、
賞
奥
盈
を

も
合
む
}
に
針

L
、
其
が
課
税
す
べ
き
費
本
白
百
分
申
に
岱
る
中
分
だ
け
由
一
純
盆
山
百
分
山
中
に
て
課

L
、
最
高
官
分
十
一
一
。
費
本
枯
は
椀
込
禿
本

に
劃
し
て
守
分
ニ
。
未
捌
払
費
本

κ劃
L
て
千
分
自
二
分
一
'
と
す
る
。
け
い
グ
ン
シ
フ
に
は
利
持
枕
ル
一
費
本
輯
と
が
あ
っ
て
、
刑
判
骨
輸
は
純
益
が
資

本
U
百
分
申
に
惜
る
よ
り
は
や
八
百
四
純
益
回
一
自
分
申
に
で
謀
L
、
最
高
百
分
十
。
費
本
脆
は
抑
込
費
本
及
準
備
金
山
千
分
一
、
未
抑
込
聾
本
的
4T

分
の
二
分
一

εす
る
。

ろ
一
我
に
て
は
完
全
に
重
複
課
税
を
行
ひ
他
殺
に
て
一
部
沼
恕
を
行
ふ
も
の

-
所
得
税
に
て
完
全
首
一
複
課
税
を
行
ひ
、
財
産
税
じ
て
一
部
宥
恕
を
行
ふ
も
の
は
之
を
濁
逸
の
現
制
度
ご

す
る
(
陸
士
)
G

(
肱
七
)

比
闘
に
て
は
出
入
は
筒
人
と
同
一
心
所
得
枯
を
識
せ
ら
b
L
自
で
は
な
い
。
共
所
得
積
は
単
に
自
然
人
に
於
け
る
其
れ
で
あ
っ
て
、
法
人

に
は
比
が
諜
せ
ら
れ
な
い
。
け
れ

rも
之
に
代
り
、
之
に
匹
敵
す
る
法
人
の
特
別
枯
た
る
法
人
枯
が
あ
る
。
此
出
入
枇
に
は
凡
ぺ
℃
白
法
人
が
之

に
服
し
、
一
九
二
五
年
以
端
、
原
則
上
に
は
白
総
人
と
同
一
意
味
。
所
得
を
楳
単
と
し
て
、
替
利
命
枇
に
て
は
百
分
二
十
、
共
他
山
人
目
結
合
に

て
は
百
分
白
比
例
半
世
課
す
。
其
は
替
利
合
批
由
一
位
貝
か
ら
見
れ
ば
、
其
所
得
の
一
。
淑
泉
課
暗
に
市
押
し
き
も
凸
主
も
見
ら
れ
る
こ
と
が
山

車
、
砕
を
に
訓
じ
て
は
又
…
広
志
向

4rvぃ
、
共
S
A
r
、
る
間
世
に
つ
き
所
持
松
山
酌
謀
せ
ら
れ
る
。
邸
ち
株
式
合
枇
に
て
は
完
全
な
る
貫
複
課
粧
が

存
す
る
。

EE---
併
し
有
限
責
任
命
祉
に
て
は
批
員
白
所
得
抵
の
慮
に
て
五
千
馬
克
以
下
の
場
合
、
刺
得
由
百
分
十
だ
け
租
柑
腕
易
自
恩
典
を
奥

前

護

法
人
重
視
謀
枕
立
法
自
分
析

第
二
十
六
巻

". ，、

第

鵠

1 

，
 

4
 

• • 
-
a

，
 



論

襲

法
人
重
複
眼
枕
立
法
白
分
担
町

第
二
十
六
巻

二
六
回

第

漉

四

O 

ミ
法
人
税
白
血
に

τ五
高
馬
克
宮
越
へ
な
い
場
骨
、
動
串
を
百
分
十
乃
豆
二
十
と
し
て
多
少
の
宥
恕
を
行
ふ
。

尉
産
加
に
て
は
、
法
人
も
其
倒
産
に
つ
金
納
揖
義
務
が
あ
る
。
一
九
ニ

E
年
訟
に
位
れ
ば
公
定
相
場
を
有
す
る
普
利
官
批
に
て
は
、
法
人
財
産

は
株
又
は
分
前
描
白
租
税
評
倒
に
よ
り
て
静
倒
さ
る
元
稀
唱
は
自
然
人
と
同
横
に
千
分
五
て
あ
り
、
そ
し
て
山
市
山
昌
智
が
山
固
い
A
O
蕗
て
舎
枇
へ

、、

白
分
前
描

ω
憎
値
の
宇
分
だ
け
を
静
倒
し
て
課
税
す
る
0
.て
、
葱
に
宥
認
が
行
は
る
-
A
O

此
酎
は
有
限
責
任
官
世
も
同
じ
で
あ
る
。
.

)
 

戸
財
産
税
に
て
完
全
重
複
課
税
を
行
ひ
所
得
税
に
て
一
部
宥
恕
を
行
ふ
も
の
は
シ
ヤ
1
7
A
h
y
ゼ
ン
に
之

を
見
る
(
位
λ
)

。

(
陸
八
)
此
に
て
は
株
主
は
株
白
配
布
を
共
既
得
と
し
て
株
指
を
財
盛
と
し
て
視
せ
ら
る
込
の
外
、
合
位
に
は
特
に
牧
盆
積
と
養
本
橋
と
が
あ
り
、

共
枇
盆
積
回
純
益
か
ら
酌
宮
中
金
一

ur分
の
刺
俳
聖
母
し
た
る
一
L

に
て
其
純
輩
出
掛
一
世
費
本
自
百
分
申
に
営
る
よ
り
は
半
分
官
け
同
百
分
申
量
規

L
、
最
両
百
十
ニ
止
し
、
費
本
枯
は
株
式
資
本

A
m有
費
本
た
る
準
備
金
四
千
分
こ
と
ナ
る
.
仰
ほ
箇
人
に
於
け
る
所
得
揖
に
で
財
底
的
牧
盆
白

、
、
、
、
‘
.
、

百
分
回
目
挫
陣
が
許
さ
る
、
。
つ
ま
り
此
に
て
は
既
得
既
に
つ
き
訟
入
に
て
も
筒
人
に
て
も
一
部
宥
恕
が
行
は
れ
て
居
晶
、
企
い
ふ
筒
川
却
に
な
る
@

)
 

は
ニ
税
に
於
て
一
部
出
荷
恕
の
行
は
る
、
も
の
は
之
を
メ

l
ぜ
ぞ
フ

y
ド
に
見
出
す
(
註
九
)
O

(
 

{
陸
九
)

此
に
て
は
、
株
式
官
枇
は
自
然
人
と
同
様
に
所
得
枕
及
財
産
耽
に
従
ひ
、
唯
だ
共
財
前
と
し
て
は
費
本
で
な
{
て
、
不
動
庄
町
と
準
備
金
と

の
み
を
謀
粧
L
、
所
持
と
し
て
は
純
益
か
ら
し
て
脅
本
申
四
分
を
引
去
っ
た
も
の
と
す
る
。
株
主
位
十
分
に
謀
馳
せ
ら
れ
る
。

B
一
税
に
て
重
複
課
税
し
他
殺
に
て
は
草
純
課
税
苫
る
も
の

h-一税
に
て
完
全
重
複
課
税
し
他
枕
に
て
皐
純
課
税
を
行
ム
も
の

-
財
産
税
に

τ重
複
線
税
し
所
得
税
仁
於

τ寧
純
課
税
を
行
ふ
も
の
は
7
y
A
、
グ
一
フ
W

λ

、

U
F

グ
、

?

1

7
で
あ
る
{
駐
一

0
1

フ
-
一
ヌ
イ
フ

，、・"・



{陸

-
O
)

此
四
川
と
も
に
厨
得
勧
的
。
抵
は
含
世
白
品
に
て
践
し
株
主
を
課
し
な
い
。
そ
L
て
財
虚
稔
は
脅
祉
と
箇
人
と
里
方
に
て
課
す
る
。
日
リ

;
ス
に
て
は
株
式
富
に
は
摘
礼
一
資
本
四
千
分
一
主
掛
込
安
本
山
千
分
一
白
財
産
騒
音
謀

L
、
費
本
に
劃
す
る
利
得
。
割
合
に
て
最
高
利
引

の
1
凶
十
二
白
刑
符
掛
を
訴
す
。
株
式
に
は
株
式
財
産
白
千
分
一
乃
至
六
白
黒
趨
財
産
拾
を
蹄

L
、
併

L
共
?
り
し
て
由
牧
益
に
は
課

L

i

ν
白
川
円
グ
一
フ
ル
λ

に
て
は
、
株
式
合
祉
に
は
株
式
費
本
、
昨
備
金
足
其
他
白
基
金
を
財
産
と
し
て
操
舵
し
、
其
田
平
副
産
所
有
山
偏
値
出
費
本
及

噛
仰
金

2
2闘
を
起
ゆ
る
と
き
は
、
不
動
産
伺
値
を
楳
山
単
一
と
川
崎
ナ
。
其
枕
申
は
十
寓
詰
以
上
に
累
晶
、
と
錯
し
、
其
由
枕
盆
に
も
臨
枕
す
.
る
。
雄
主

に
は
其
株
式
所
有
に
つ
き
財
産
と
し
て
畢
組
課
税
を
幼
少
。
何
フ
ラ
イ
プ
ル
グ
に
て
位
、
株
式
会
批
は
其
株
式
費
本
、
噌
借
金
書
蓄
に
封

L
千

分
。

-
O
平
副
申
に
で
費
本
枕
を
捕
ひ
、
別
配
K
剖
収
品
封
印
有
本
に
劃
す
る
割
合
に
で
累
泊

L
、
最
高
串
は
純
益
の
千
分
十
た
る
利
得
税
を
抑
ふ
。

笠
に
主
?
所
有
の
か
を
助
産
と
し
て
累
組
副
揖
す
る
。
何
?
フ
に
て
は
、
株
式
合
枇
は
自
然
人
と
同
様
に
、
費
本
金
一
間
及
樹
立
金
に
ワ

M
産
相
を
姉
ひ
、
末
脚
込
費
本
は
中
分
丈
け
計
算
す
る
。
枇
盆
枕
の
代
り
に
脅
祉
が
静
栄
枯
を
抑
ひ
、
株
主
は
噛
だ
株
を
財
産
と
し
て
鵠
甜
せ

ιれ
る
@

作
所
得
税
に
て
重
複
課
税
し
財
産
枕
に
て
間
半
純
課
税
す
る
も
の
は
ペ
ル
Y

で
あ
る
富
二
)
。

(
昌
二
)

此
に
て
は
、
株
主
に
は
、
其
株
式
よ
リ
白
牧
盆
に
、
第
二
種
所
得
精
た
る
財
産
牧
盆
拾
を
謀
L
、
捗
倒
牧
盆
枕
に
比
し
て
は
高
い
税
率

五
周
せ
ら
る
。
益
代
明
、
株
主
と
し
て
は
鹿
壷
工
に
課
税
せ
ら
れ
て
、
株
式
所
有
を
財
障
と
し
て
は
識
し
な
い
。
株
式
令
祉
に
は
、
財
産

と
し
て
州
内
の
土
地
財
峰
、
州
内
に
で
別
用
す
ぺ
〈
さ
れ
た
水
力
、
及
、
租
稔
義
務
あ
る
土
地
を
挽
保
と
し
た
町
の
利
子
附
の
貧
本
足
年
金
償
措

計
算
L

・
共
財
産
掛
は
白
鼎
人
の
み
」
同
様
年
々
定
め
ら
れ
る
。
株
式
合
枇
山
牧
盆
は
別
に
第
一
積
所
得
粧
が
蹴
せ
ら
れ
、
納
所
持
と
し
て
は
、

或
何
体
か
の
躍
に
て
分
配
せ
ら
れ
又
は
支
鋤
は
る
る
も
自
・
又
は
特
段
な
る
基
金
と
し
℃
蓄
積
さ
る
る
も
白
白
凡
べ
て
を
合
む
。
個
人
に
典
へ
ら

る
る
安
本
自
四
分
自
控
除
は
株
式
曾
世
に
も
趨
用
が
あ
る
。
揖
は
年
々
決
定
ナ
ペ
豊
和
申
に
し
て
自
然
人
に
趨
用
せ
ら
る
る
も
の
に
よ
切
計
算
さ

代
累
越
は
す
枕
(
財
産

A
所
持

8
5
2
2、
積
額
四
百
分
宜
主
五
十
止
し
て
計
算
せ
ら
れ
る
。

hw
一
殺
に
て
出
羽
恕
重
複
課
税
を
篤
し
他
校
に
て
車
純
課
税
を
錯
す
も
の

齢

讃

法
人
重
複
眼
積
立
法
白
川
骨
折

第
二
十
-
A
A
T

大
豆

第

披

四

， ....."・.. 



法
人
重
視
課
程
立
法
白
分
栂

第
二
十
六
巻

繭

捜
1
財
産
税
に
て
宥
恕
重
複
課
税
を
錯
し
所
得
税
に
て
単
純
一
様
税
を
錯
す
も
の
は
ア
ツ

4

y
ぜ
w
y

ア
ク
サ

1

ロ

l
デ
V
に
之
を
見
る
(
位
一
ニ
)
O

占，、
占，、

策

強

四

(
陸
一
ニ
)

此
に
て
は
牧
盆
揖
は
合
枇
の
品
に
謀
し
て
、
株
主
に
課
し
な
い
。
但
し
共
肱
益
抵
に
於
け
る
控
障
は
四
人
町
と
す
る
。
そ
し
て
川
障
措
は

曾
枇
に
て
は
株
式
費
本
に
諜
せ
ら
れ
ず
し
て
噛
だ
準
備
金
に
諜
す
る
。
此
制
限
せ
ら
れ
た
る
財
産
説
白
補
充
と
し
て
、
株
主
の
嵐
に
て
株
式
を
財

晦
と
し
て
識
す
る
。
議
に
財
産
税
の
宥
恕
官
担
謀
稀
が
存
す
る
。

'7 

2
所
得
枕
に
て
宥
恕
重
複
課
税
を
怨
し
財
産
税
に

τ車
純
課
税
を
錯
す
も
の
は
サ
Y
ガ

?
?
v
y
で
あ
る
{
註
一
=
一
)
。

v

y
、
ツ
U

N

.
カ

(
註
-
一
Z
)

サ
ン
ガ
レ
シ
、
ツ
ル
ガ
ウ
に
て
は
、
所
得
積
は
株
主
と
合
祉
と
に
て
、
共
謀
枯
財
指
白
一
部
、
ヲ
ル
ガ
ウ
に
て
は
百
分
四
、
サ
ン
ガ
レ

ン
に
亡
は
百
分
五
世
控
除
す
る
。
師
ち
宥
恕
晴
樹
一
課
枕
と
な
る
。
株
主
の
財
M

枕
は
二
州
と
も
、
株
式
倒
値
に
課
す
る
。

A
V
枇

ω
叶
産
税
は
ツ
ル

方
ウ
で
は
、
共
財
産
に
諜
L
、
ザ
ン
ガ

ν
y
に
て
は
株
式
資
本
と
準
備
金
と
に
課
し
.
併
も
共
は
株
式
部
株
主
か
ら
課
柚
せ
ら
札
た
こ
と
が
睦
明

き
る
‘
と
き
は
控
除
さ
る
誌
か
ら
、
つ
ま
り
財
産
抵
は
脅
耽
に
て
か
拙
主
に
て
か
に
て
車
純
諜
枇
せ
ら
る
L

こ
と
与
な
る
山
「
あ
る
。

チ
ツ
シ
シ
に
て
は
、
前
ニ
者
と
は
巾
し
〈
提
り
、
株
式
合
祉
に
は
、
特
別
勘
に
て
株
式
交
本
と
単
借
金
と
を
諒
勧

L
、
其
ょ
に
も
課
枯
資
本
由

利
子
だ
け
白
挫
時
世
以
て
合
此
の
純
抗
に
訴
す
る
。
此
状
証
が
阻
憶
さ
れ
た
る
だ
け
に
て
は
匝
に
株
主
目
盛
て
も
副
首
と
し
て
鵡
枯
せ
ら
れ
、
株

主
は
株
の
倒
値
を
川
は
と
し
て
申
告
す
る
を
誕

L
な
い
。
此
が
叫
に
合
枇
に
て
捕
捉
さ
れ
た
と
す
る
白
で
あ
る
。
ワ
ま
り
此
に
て
も
財
産
軸
は
合

祉
に
で
白
品
早
純
課
桔
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

二
法
人
筒
人
単
純
課
税
主
義
を
採
る
も
の

A

一
殺
は
筒
人
に

τの
み
翠
純
課
税
し
、
他
税
は
法
人
に
て
の
み
寧
純
課
税
す
る
も
の
Z
し

τは
ヲ

1
ト
を
皐

，"・.・，.



「
る
を
得
る
喜
一
岡
)
。

(
陸
-
四
)
ワ
l
ト
に
て
は
重
誼
課
枕
は
行
は
向
。
大
艦
、
費
本
抵
は
神
主
ゆ
か
に
て
課
し
、
牧
盆
枕
は
株
式
曾
世
の
恥
に
て
識
す
る
の
主
建
て
る

る
。
尤
も
H
H
式
曾
枇
も
、
財
産
税
世
、
唱
だ
脅
世
脅
本
を
旭
過
ナ
る
尉
南
部
に
つ
い
て
の

b
は
課
せ
ら
れ
る
ロ
尉
産
枕
は
ニ
部
よ
り
成
り
、
動
虚

と
f

巾
助
産
と
に
分
ち
、
不
動
産
は
唯
だ
椛
定
個
個
白
百
分
八
十
に
自

b
諜
せ
ら
れ
る
o
枇
盆
枕
に
て
は
担
瞥
資
本
山
百
分
五
心
一
控
除
を
許
L
、
財

沌
に
割
立
す
る
負
債
簡
が
財
産
の
高
さ
を
超
ゆ
る
と
き
は
、
牧
盆
よ
り
し
て
負
債
白
笹
山
V

が
有
限
的

ι許
さ
る
九
(
負
悩
残
高
山
百
分
十
三
此
財

直
措
及
牧
盆
稲
田
外
に
州
の
替
業
兎
許
枯
が
あ
る
。
共
筒
さ
は
十
法
乃
豆
五
千
法
と
す
る
。

)
 

何

二

税

ご

も

に

一

方

じ

τ(法
人
仁

τ)単
純

諒

枕

す

る

も

の

}
 

い

共

車

純

な

る

も

の

は

之

を

ゾ

ロ

y
y
y
、

ノ

イ

エ

ン

プ

U
F

グ

、

オ

プ

7

U

F

デ
ン
、

1
ロ

1
デ
ン
、

ア

ツ

ペ

ン

ゼ

U
F

イ

ン

ナ

品

1
ド

7

W
デ
ン
、

グ

ク

ク

ピ

ユ

ン

デ

V
に
於
て
之
を
見
る
喜
一
五
)
。

ρゾ
ロ
ヅ
ル
ン
に
て
は
、
株
主
は
他
州
内
曾
祉
に
つ
い
て
は
謀
せ
ら
る
お
け
れ

E
也
、
其
州
の
合
枇
よ
り
の
配
常
に
つ
き

τも
株
に
つ

き
で
も
菟
稔
せ
ら
れ
る
。
此
樟
に
つ
き
骨
祉
の
み
が
課
せ
ら
れ
る
。
卸
ち
株
式
骨
祉
は
人
的
に
定
的
ら
れ
た
る
財
産
稲
及
所
得
枕
に
服
す
る
。
財

時
開
は
骨
祉
費
本
、
抽
申
備
金
、
及
共
他
の
基
金
に
謀
L
、
所
得
抵
は
管
業
費
を
引
去
り
た
る
牧
誼
に
課
す
(
按
用
と
し
て
は
賃
金
、
材
料
費
、
建

物
及
此
町
議
設
備
白
維
持
費
、
特
許
料
、
暗
慣
消
却
、
管
業
物
値
の
借
料
、
費
本
損
失
及
時
伺
以
外
白
損
失
)
。
所
得
揖
は
百
分
一
、
財
産
枕
は
千
分

二
分
一
、
累
起
は
金
晴
樹
白
上
に
行
は
れ
、
ニ
+
法
以
上
の
翻
に
て
百
分
十
乃
至
百
分
一
円
と
す
る
。
川
ノ
イ
エ
シ
プ
ル
グ
に
で
は
財
産
枕
は
株
式

骨
枇
よ
り
し
て
は
、
合
枇
費
本
を
超
過
す
る
川
即
席
部
に
の
み
訴
し
、
牧
盆
は
曾
畦
に
於
て
、
費
本
利
子
の
控
除
な
し
に
謀
せ
ら
れ
る
。
株
主
は
州

内
山
骨
一
位
。
株
を
財
産
結
に
て
笹
貼
附
さ
れ
、
其
収
益
に
も
諜
枇
せ
ら
札
向
。
同
オ
プ
ヲ
ル
デ
シ
に
て
は
株
式
合
位
白
財
産
抵
は
ノ
イ
畠
ン
ア
ル
グ

と
同
様
て
あ
り
、
合
証
山
牧
情
謀
枯
も
奔
し
〈
安
本
利
子
の
控
除
な
(
行
は
れ
る
。
株
主
白
川
産
紐
に
て
は
株
晶
?
を
控
除

L
K
其
所
得
拾
に
て
株

式
肱
盆
を
兜
ず
る
。

μア
ツ
ベ
ン
ゼ
ル
イ
ン
ナ

l
ロ
1
F
V
、

=
l
v
ヲ
ル
ヂ
シ
、
グ
ラ
ウ
ピ
品
U
J
F
Y
に
て
も
、
合
止
の
肱
徒
に
つ
き
オ
プ
ヲ

法
人
重
複
陳
積
立
法
自
分
析
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詩
人
重
複
蹄
勧
立
法
。
分
析

前

繰

第
二
十
六
魯

一六
λ 

第

強

四
回

ル
デ

y
と
同
ピ
o

噛
一
つ
呉
る
の
は
合
祉
に
枕
盆
枕
白
血
で
賛
事
刺
子
控
陣
由
詐
さ
れ
(
グ
ヲ
ウ
ピ
品
シ
デ
シ
四
分
、
ア
ツ
ベ
ン
ゼ
ル
は
四
分
牛
、

品

E
V
V
ル
デ
ン
六
分
)
、
伸
し
財
産
揖
に
は
資
本
と
申
備
金
と
が
届
ナ
る
と
と
で
あ
る
。

は
い
こ
殺
を
法
人
に
つ
き
車
純
課
税
し
た
る
上
に
も
特
別
重
誌
を
行
ふ
も
の
は
7
1
P
ガ
ク
に
於
て
之
を
見

る
。
此
は
形
式
に
於
て
重
複
課
税
ご
は
な
ら
ぬ
け
れ
ど
も
、
買
に
於
て
重
複
課
税
ご
同
一
趣
旨
の
事
を
法
人
の
特

別
課
税
に
よ
h
て
行
は
う

thy
ふ
の
で
め
る
(
駐
一
六
百

(陸

=ο
此
州
に
て
は
株
主
を
別
に
課
す
る
こ
と
な
{
し
で
、
法
人
の
み
に
同
有
枕
た
る
財
産
及
所
得
税
と
、
特
別
枕
と
を
誠
ナ
る
に
と
に
よ
り

て
法
人
課
枇
在
行
ふ
。
株
主
の
完
全
な
る
形
式
的
免
枇
自
例
外
は
、
唯
だ
州
外
合
舵

ω株
式
所
布
者
自
か
に
荘
ナ
る
o
此
に
は
直
接
に
謀
秘
が
行

は
る
A
O

岡
有
税
即
ち
曾
祉
を
樹
立
山
純
情
主
錯
、
と
し
て
観
す
る
馳
は
自
鈴
人
に
も
油
川
せ
ら
晶
、
一
財
産
及
替
制
酷
で
あ
っ
て
、
此
中
、
財
陸
粧

は
三
由
祉
部
か
ら
成
る
。
其
は
株
式
資
本
に
於
け
る
此
例
税
、
準
備
金
及
操
越
抽
出
高
に
於
け
る
泉
地
粉
、
不
動
出
に
札
附
け
る
累
砧
輯
で
あ
る
。
分

配
さ
る
土
収
益
由
上
白
俸
制
給
仕
、
此
配
首
が
株
式
資
本
自
百
分
三
を
旭
ゆ
る
だ
け
に
て
ゆ
み
課
す
b
れ
る
。
泉
地
は
此
こ
の
枕
凸
結
合
に
て
行

は
る
h
A
G

創
ち
刷
産
枯
と
替
剰
融
と
白
金
額
四
ょ
に
生
ず
る
。
柿
茄
枇
又
は
特
別
砧
は
、
株
式
合
祉
が
株
主
山
代
り
に
抑
ふ
も
白
て
、
此
は
肋
貸

を
免
じ
、
岡
有
由
一
費
本
a
A非
固
有
費
布
に
由
事
識
す
る
。
副
ち
醐
払
費
本
、
と
準
備
金
と
に
千
分
了
二
、
同
債
費
半
島
』
未
抑
込
読
本
止
に
千
分
0
・

ニ
五
世
操
ナ
る
。
会
き
補
充
掛
目
最
小
額
は
=
一
十
訟
と
す
る
。

第
三
段

人
税
の
み
に
て
直
接
税
を
成
形
す
る

固
に
於
付
る
法
人
課
税

最
後
に
殆
ん

E
閑
却
し
て
も
良
い

H
Y」
の
珍
し
き
例
は
、

一
の
人
税
の
み
に
て
直
接
税
を
成
形
し
、
而
か
も
共

'..・u ・



が
財
産
税
に
よ
h
て
出
来
て
居
る
例
で
あ
る
。
此
は
瑞
西
の
uv
ユ

タ

イ

!
、
の
例
で
あ
b
、
新
の
如
き
場
合
に
は

法
人

ε筒
入

εω
重
複
課
税
ご
な
る
の
も
蓋
し
巳
む
を
得
ぬ
で
ゐ
ら
う
(
註
一
七
)
O

(
駐
-
七
)

シ
ユ
ウ
イ

l
ツ
に
て
は
株
式
合
批
は
、
株
式
主
主
一
岬
備
金
に
劃

L
財
産
税
寿
一
捌
ひ
、
株
主
に
は
其
笠
宮
名
義
上
高
一
値
に
よ
り
て

謀
枯
せ
ら
れ
る
o
砕
し
此
に
て
は
牧
躍
に
劃
す
る
課
祉
は
な
い
叫

最士ロ

三 日

百岡

以
上
要
之
、
法
人
課
枕
に
謝
す
る
各
岡
法
制

ω腺
皮
は
貨
に
千
鶴
苗
同
様
で
あ
る
。
物
殺
に
て
は
筒
人
法
人
重
複

課
税
ご
な
ら
凶
こ
ご
は
一
般
に
行
は
る
、
所
だ
が
、
人
税
に
於
て
は
必
中
し
も
然
ら
宇
で
あ
る
。
重
な
る
闘
の
人

税
た
る
一
般
所
得
枕
拍
車
加
所
得
税
に

τは
法
人
を
課
税
せ
ぬ
や
う
に
出
来
て
、
極
り
て
簡
箪
の
ゃ
う
で
ゐ
る
け
れ

ど
も
、
側
、
瑞
に
行
は
る
、
人
税
た
る
所
得
税
、
財
産
税
を
見
る
ご
、
法
人
筒
人
共
仁
課
税
せ
ら
れ

τ、
重
複
課

税
ご
な
る
場
合
が
少
か
ら
A
V

存
す
る
。
そ
し
て
其
重
複
課
税
ど
な
る
に
つ
い
工
色
、
或
は
完
全
に
此
が
行
は
れ
、

或
は
多
少
の
宥
恕
が
件
は
れ
某
等
の
行
は
る
、
工
合
に
も
色
々
の
も
の
が
ゐ
る
。
此
等
よ
・
り
し
て
察
す
る
も
‘
法

人
重
妓
課
税
を
一
徹
に
排
尿
し
去
る
こ

Z
は
出
家
守
、
随
っ
て
理
論
上
に
も
慎
重
に
此
問
題
を
考
へ
、
深
〈
法
人

重
複
課
税
に
存
す
る
根
憐
を
究
め
る
こ

E
は
決
し
て
無
意
義
で
な
い
ご
す
べ
き
で
あ
る
。
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